
1 

 

平成 30 年度第 2回 監査委員会による監査結果 

 

１．開催日時    平成 30年 10 月 24 日（水）10：00～14：00 

 

２．開催場所    東邦大学 法人本部第 2会議室 

 

３．監査委員の出欠 

出席：梅田勝（委員長）、小林七郎、岩本裕、高松研、渡邉善則 

 

４．その他の出席 

炭山嘉伸（開設者／理事長）、瓜田純久（管理者／大森病院長）、 

船橋公彦（医療安全管理責任者）渡邊正志（医療安全管理部長）、 

森田典子（医療安全管理副部長）、古橋龍彦（未承認新規医薬品等管理部長）、 

西澤健司（医薬品安全管理責任者）、事務局 

 

５．監査結果 

≪監査内容≫ 

監査委員による書類審査および現地調査をもとに、医療安全に係る内部統制、平成 30 年度上半期の取

り組み状況等について、必要な是正措置を含む助言や指導を行う。 

 

（１）監査結果に関する改善の進捗状況 

 監査結果 改善状況 等 結果 

平成 29 年 

度第 1 回 

医療安全に係る内容について、教

職員に周知すべき情報が多い。よ

り重要なものを絞る等、教職員の

心に留まる様な伝達方法の改善

が求められる。また、教職員の自

主性が高められるような研修も

望まれる。 

特に重要な周知事項については e-ラーニングを用

いて周知するように厚労省立入検査より求められ

ている。（ポケットマニュアルの変更点、添付文書

の内容、プレセデックス等について e-ラーニング

を実施したが、今後定期的に実施していく予定であ

る）。今後のことを考慮すると、e-ラーニングシス

テムをより充実する必要があるが、これについては

3病院共同で活動していきたい。 

継続中 

内部通報窓口を医療安全管理部

に設置しているが、医療安全管理

部外にも設置することが望まし

い。 

内部通報は現状では少ない。 

平成 30 年度 1件 

外部組織に作ることは引き続き検討中 

継続中 

診療で使用する携帯用電子端末

が古く、患者認証に時間を要して

いるところが見受けられた。業務

に支障が出ていると思われ、早め

に更新することが望まれる。 

2018年 1月より順次アンドロイド端末へ移行した。

（約 400 台） 

済 
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平成 29 年 

度第 2 回 

内部通報窓口について、法人内の

組織(顧問弁護士も含めて)では

なく、完全に外部の組織に作るこ

とを引き続き検討していただき

たい。 

平成 29 年度第 1回での監査結果②と同様 継続中 

単回使用医療機器（医療用具）に

ついては、複数回使用されること

がないように管理等を徹底して

いただきたい。 

3 病院合同病院運営戦略会議(2017.11)において、

2018 年 5月末をもって単回使用品の再使用禁止が

決定される。大森病院においては、2018 年 4 月 11

日(水)より中央滅菌材料部で単回使用品の再滅菌

依頼の受付終了とした。                                                                                    

⇒2018 年 10 月 15 日、担当部署に確認。受付をし

ていないとの回答あり。 

対応中 

医療事故が発生した場合の公表

方法等については、社会的責任を

考慮しながら、引き続き対応を検

討していただきたい。 

日本医療事故調査機構へ（2事例）報告済み 継続中 

身元不明や親族と疎遠の患者に

おいて、本人の同意が得られない

状況の中で実施する緊急の手術、

検査および処置等については、そ

の時に行った個々の対応を必ず

記録に残すようにしていただき

たい。 

当直帯に身元不明者等に緊急手術、処置等を行った

際に記録する用紙を新たに作成した。 

「臨床倫理の相談メモ」 

継続中 

平成 30 年

度第 1 回 

医療事故が発生した場合の公表

方法等については、きちんと手順

を追って患者さんと対応をされ

ていることを確認した。引き続き

社会的責任を考慮しながら、対応

いただきたい。 

当院にて発生した医療事故については、今後も監査

委員会にて報告し、公表方法等についても監査して

いただく。 

継続中 

医療安全に係る組織・体制につい

ては、良く検討され改善がなされ

ており、評価できる。 

医療安全に係る組織・体制が形骸化しないようにす

る。特に新規に動き始めた医療の質委員会、プロジ

ェクトチームなどの活動を充実させる。 

継続中 

診療で使用する携帯用電子端末

が新しくなったが、操作性が改良

されることを期待したい。 

良い点：カメラ機能は使いやすい。 

難点：①充電の差込口をマグネット式に交換したた

め発煙はなくなった。②バーコードを読み取り、検

体照合についてはスムーズに行える。点滴照合につ

いては、照合可能なバーコードであっても、「違う

バーコードです」と表示されてしまう。輸血照合に

ついても順番にバーコードを読み取らないといけ

継続中 
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ないが、意図しないバーコードを読み取ってしま

う。③ログイン時に職員証のバーコードを読み取る

が、「職員コードがありません」と表示される。④

無線 LAN がつながりにくい場所は随時更新中。 

診療録の記載は医師法に定めら

れたものであるため、その解釈に

ついては慎重に検討いただきた

い。また、特定機能病院は教育機

関としても重要である。今後は学

生への診療録の権限付与につい

ても検討いただきたい。 

現在、医学部の方で検討を行っている状況です。Ｉ

ＢＭには他施設での実績とその機能及び見積りを

提出してもらっています。2020 年 4 月の本稼動を

予定しており、3病院同時に対応を行います。 

対応中 

医 療 法 第

25条第3項

の 規 定 に

基 づ く 厚

生 労 働 省

の 立 入 調

査 で の 指

摘事項 

新規に導入した医療機器に係る

研修については、すべての使用予

定者に対して確実に研修を実施

すること。 

手順書作成 継続中 

※ 前回の委員会で改善報告が「済」となったものは省略しています。 

 

（２）今回の監査結果 

1)全教職員の参加が求められている研修については、参加者も多く、開催にあたって色々と工夫されてい

る。一方、任意の勉強会については、参加者が少ないように思われる。参加者を任意ではなく、テーマ

によって必ず参加していただく診療科を決めるなどの工夫・改善に期待する。 

2)医療安全と病院長のガバナンスは密接な関係にあり、今後もそのような観点からも監査させていただく。 

3)情報を共有することは守秘義務を負うことでもあり、多くの人が関わるとリスクもより高くなる。今後

はプライバシー保護に関する研修等も行っていただき、引き続き情報漏洩がないよう努めていただきた

い。 

 

６．開設者（理事長）への報告日    平成 30 年 12 月 7日 

以  上 

 

※次回の監査日時：平成 31 年 4 月 15 日（月）10：00～ 


